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「
神
田
警
察
通
り
」
（
東
京
都
千
代
田
区
道
）
整
備
に
伴
う
、
街
路
樹
伐
採
で
懸
念
さ
れ
る
環
境
対
策
等
に
関

す
る
質
問
主
意
書 
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「
神
田
警
察
通
り
」
（
東
京
都
千
代
田
区
道
）
整
備
に
伴
う
、
街
路
樹
伐
採
で
懸
念
さ
れ
る
環
境
対
策
等
に
関

す
る
質
問
主
意
書 

 

東
京
都
千
代
田
区
の
管
理
す
る
区
道
、
「
神
田
警
察
通
り
」
に
お
い
て
は
道
路
整
備
工
事
に
関
し
て
街
路
樹
（
イ
チ
ョ
ウ
）

の
伐
採
が
着
手
さ
れ
て
い
る
が
、
本
計
画
で
は
、
都
心
部
で
の
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
等
対
策
に
機
能
し
う
る
、
街
路
樹
の

役
割
が
問
わ
れ
て
い
る
。 

 

計
画
は
、
「
一
ツ
橋

神
田
警
察
署
前
交
差
点
間
の
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
。
四
車
線
あ
る
区
道
一
・
四
キ
ロ
の
車
線
を
減
ら

し
、
歩
行
者
や
自
転
車
用
の
道
路
を
整
備
す
る
計
画
の
二
期
工
事
で
、
沿
道
の
イ
チ
ョ
ウ
三
十
二
本
の
う
ち
三
十
本
を
伐
採
、

二
本
を
移
植
す
る
。
跡
地
に
は
新
た
に
三
十
九
本
の
ヨ
ウ
コ
ウ
ザ
ク
ラ
を
植
え
る
。
工
費
は
三
億
七
千
万
円
。
」
（
東
京
新

聞
、
二
〇
二
二
年
四
月
二
十
六
日
）
と
い
う
も
の
。 

 

か
ね
て
よ
り
市
民
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、
六
百
名
以
上
の
署
名
を
添
え
た
伐
採
工
事
見
直
し
の
陳
情
書
が
提
出

さ
れ
（
二
〇
二
二
年
七
月
二
十
五
日
）
、
住
民
訴
訟
も
東
京
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。 

 

二
〇
二
四
年
三
月
十
一
日
に
は
、
反
対
す
る
関
係
者
の
当
該
伐
採
作
業
場
所
へ
の
立
入
り
を
禁
じ
る
仮
処
分
を
東
京
地
方
裁

判
所
が
決
定
し
た
が
、
立
入
禁
止
場
所
が
恣
意
的
に
設
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
抗
議
、
反
対
す
る
地
元
住
民
を
排
除
す
る



 

２ 

 

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
保
全
異
議
が
申
立
て
ら
れ
て
い
る
（
同
月
二
十
一
日
）
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
工
事
現
場
で
多
数
の
地
元
住
民
た
ち
が
反
対
、
抗
議
す
る
中
で
区
は
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
か
ら

十
二
日
に
か
け
て
、
伐
採
工
事
を
行
っ
て
イ
チ
ョ
ウ
十
一
本
を
伐
採
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
伐
採
数
を
加
え
る
と
、
十
八
本
と
な

る
。 

 

今
後
と
も
、
工
事
の
安
全
確
保
、
伐
採
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
等
が
懸
念
さ
れ
る
。
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

街
路
樹
は
、
温
暖
化
や
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
対
策
に
加
え
、
排
気
ガ
ス
や
騒
音
を
妨
げ
る
効
果
、
災
害
時
の
避
難
経

路
を
守
る
な
ど
、
多
様
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
欧
米
で
は
、
そ
の
た
め
に
、
樹
幹
被
覆
率
（
以
後
、
被
覆
率
）
を
増
や

し
、
一
定
面
積
に
お
い
て
被
覆
率
を
高
め
る
政
策
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
は
、
被
覆
率
を

二
〇
三
五
年
ま
で
に
少
な
く
と
も
三
十
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
、
二
〇
二
三
年
か
ら
今
後
十
年
余
り
で
二
百
万
本

近
い
木
を
植
え
る
と
い
う
。 

 
 

そ
の
契
機
は
、
気
候
変
動
へ
の
適
応
力
を
高
め
る
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
が
、
我
が
国
も
昨
年
十
二
月
に
も
参
加
し
た
Ｃ
Ｏ

Ｐ
28
（
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
十
八
回
締
約
国
会
議
）
で
、
国
内
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
、
二
〇
三
〇
年
度
ま
で
に
四

十
六
％
削
減
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。 



 

３ 

 

 
 

今
回
の
同
計
画
に
お
い
て
は
、
伐
採
を
進
め
る
こ
と
で
、
被
覆
率
が
下
が
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
気
候
変
動
対
策
の

点
で
も
、
逆
行
的
な
政
策
で
は
な
い
か
。
政
府
見
解
を
問
う
。 

二 

我
が
国
で
は
、
大
正
八
年
に
施
行
さ
れ
た
「
街
路
構
造
令
」
に
よ
り
、
緑
豊
か
な
街
路
整
備
が
進
め
ら
れ
た
が
、
「
道
路

構
造
令
」
（
一
九
七
一
年
四
月
施
行
）
に
よ
り
、
「
道
路
の
安
全
性
・
円
滑
性
を
確
保
す
る
観
点
」
が
優
先
さ
れ
、
通
行
機

能
に
重
点
が
置
か
れ
る
法
体
系
と
な
っ
た
。 

 
 

本
計
画
で
は
、
そ
れ
ら
法
令
に
加
え
、
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
（
以
後
、

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
）
に
基
づ
い
た
上
で
、
「
歩
道
空
間
の
拡
幅
と
快
適
化
」
と
し
、
歩
道
幅
を
一
・
五
か
ら
二
メ
ー
ト

ル
以
上
と
し
て
い
る
が
、
伐
採
に
よ
り
、
日
陰
が
な
く
な
り
、
例
え
ば
、
車
椅
子
を
使
用
さ
れ
る
方
、
障
が
い
を
お
持
ち
の

方
、
高
齢
の
方
な
ど
、
移
動
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
方
は
、
夏
期
な
ど
の
炎
天
下
で
身
体
や
健
康
へ
の
影
響
も
懸
念
さ

れ
る
。 

 

１ 

そ
の
意
味
で
、
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
第
二
条
「
二 
移
動
等
円
滑
化 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
又
は
施
設
の
利

用
に
係
る
身
体
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
移
動
上
又
は
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
向
上
す

る
こ
と
を
い
う
。
」
と
い
う
本
旨
に
反
し
な
い
か
。
政
府
見
解
を
問
う
。 



 

４ 

 

 
２ 

他
方
、
「
道
路
構
造
令
」
第
十
一
条
の
四
「
第
四
種
第
一
級
及
び
第
二
級
の
道
路
に
は
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と

し
、
そ
の
他
の
道
路
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の

理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
し
た
上
で
、
「
３
（
略
）
植
樹
帯
の
幅
員

は
、
当
該
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、
沿
道
の
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
良
好
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備
又
は
沿
道

に
お
け
る
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
の
た
め
講
じ
ら
れ
る
他
の
措
置
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
（
略
）
そ
の
事
情
に
応
じ
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
べ
き
値
を
超
え
る
適
切
な
値
と
す
る
も

の
と
」
し
、
「
４ 

植
樹
帯
の
植
栽
に
当
た
つ
て
は
、
地
域
の
特
性
等
を
考
慮
し
て
、
樹
種
の
選
定
、
樹
木
の
配
置
等
を

適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

伐
採
あ
り
き
で
は
な
く
、
当
該
道
路
に
あ
っ
た
整
備
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
見
解
は
如
何
か
。 

三 

質
問
一
に
関
連
し
て
、
樹
幹
が
広
が
る
と
、
日
差
し
を
遮
る
効
果
が
広
が
り
、
緑
陰
効
果
も
大
き
く
な
る
と
さ
れ
て
い

る
。 

 
 

ま
た
、
我
が
国
の
街
路
樹
事
業
を
調
査
す
る
際
は
、
「
街
路
樹
調
査
」
な
る
、
樹
種
、
本
数
等
が
記
さ
れ
た
も
の
や
、
緑

量
を
示
す
指
標
で
あ
る
「
緑
被
率
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
緑
被
率
」
で
は
、
芝
生
や
低
木
、
中
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る



 

５ 

 

場
所
の
面
積
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
が
、
街
路
樹
本
数
が
多
い
こ
と
が
、
豊
か
な
街
路
樹
環
境
を
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

「
樹
幹
被
覆
面
積
」
を
増
や
す
こ
と
が
重
要
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
（
海
老
澤
清
也
「
特
集
／
『
緑
の
街
づ
く
り
』
を
担
う

街
路
樹
の
在
り
方
を
考
え
る 

街
路
樹
再
生
の
条
件
～
日
本
の
都
市
緑
化
の
ゆ
が
み
を
問
う
」
、
一
般
財
団
法
人
地
球
・
人

間
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
二
〇
二
二
） 

 
 

さ
ら
に
、
ラ
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）
に
よ
れ
ば
、
「
都
市
の
三
十
％
を
樹
木
で
覆
っ
た
場
合
、
平
均
気

温
が
〇
・
四
度
下
が
り
、
死
者
数
が
四
割
近
く
減
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
結
果
も
出
て
い
る
。 

 
 

都
心
部
で
の
伐
採
を
伴
う
再
開
発
等
計
画
に
お
い
て
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
人
間
の
生
命
等
に
つ
い
て
危
惧
・
懸
念
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
積
極
的
に
「
被
覆
率
」
に
基
づ
く
調
査
を
導
入
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
見
解
は
如
何
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


